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研究成果の概要（和文）：ブータンでは、慣習林は長年に渡り住民が落葉を採集する場として管理・利用されて
きたが、国による法制度を見てみると、1969年の森林法、1995年の森林および自然保全法、2007年の土地法によ
って、落葉採集林に対する住民の権利が目まぐるしく変化し、政府と住民の間に落葉採集林の権利をめぐり、管
理があることが明らかとなった。一方、インドネシアでは、住民が慣習林を保全したり、慣習林に植栽された樹
木からの樹液を代々採集したりして、慣習林が住民にとって重要な役割を果たしていた。法制度を見てみると、
2013年に憲法裁判所で、2015年には権利林に関する大臣規則が制定され、慣習林の権利が認められるようになっ
た。

研究成果の概要（英文）：In Bhutan, customary forests have long been managed and used by residents as
 a place to collect deciduous leaves, but a look at the legal system by the state reveals that the 
Forest Act of 1969, the Forest and Nature Conservation Act of 1995, and the Land Act of 2007 have 
brought about a dizzying change in residents' rights over deciduous collection forests and that the 
government and the residents It became clear that there is management over the rights of 
deciduous-gathering forests. On the other hand, in Indonesia, customary forests played an important 
role for residents, as residents conserved customary forests and collected sap from trees planted in
 customary forests for generations. Looking at the legal system, customary forest rights were 
recognized by the Constitutional Court in 2013 and by the Ministerial Regulation on Rights Forest in
 2015.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究はブータンとインドネシアを事例として、慣習林のあり方について法的・制度的観点から研究したもので
ある。本研究は２国の事例を取り扱ったに過ぎないが、他の途上国においても慣習林をめぐって同様の課題があ
り、本研究で得た成果は他国にも援用することができる。また、国の法制度により、住民の慣習林に対する権利
状況を明確にし、研究成果に基づいた課題解決策を提示することは、住民による持続的な森林管理を促進し、森
林保全や気候変動緩和といったグローバルな地球環境保全にも寄与するものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 研究開始時は、対象国のインドネシアとブータンの調査を実施する計画をしていた。両国とも
に政情も安定しており、また申請者を受け入れてくれるカウンターパートとの連絡を密にとっ
ていた。そのため、特に問題なく、１年間のフィールド調査を主体とした研究計画を遂行する準
備を整えることができた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、住民による慣習林管理・利用の実態を把握したうえで、政府による森林政策
における、慣習林の位置づけを明確にすることにより、慣習林が住民に必要な食料や財を安定的
に提供し、なおかつ、持続的な森林保全を実現できる慣習林の政策・制度的要因を解明すること
である。慣習林の実態、慣習林が抱えている問題を把握するために、①グローバル（国際：国際
レベルでの慣習林や住民の権利に関する議論）、②ナショナル（国内：国内の森林政策における
慣習林の位置づけ）、③ローカル（地域：地域での伝統知に基づいた持続的な慣習林管理）とい
う 3 つのスケールにおいて、政府、住民、関連 NGO という異なるアクターの慣習林への関与を
相互に連関させる。 
 
３． 研究の方法 
① 国際機関発行の報告書やガイドラインなどを参考にして、分析を行った。 
② 環境や林業に関わる省庁 にて調査を実施した。各省庁にて、担当者から関連する法制度

についての情報を収集し、さらに、法制度の適用状況について聞き取りを行った。また、
地元 NGO にも政府に対する意見も聞いた。 

③ 住民による慣習林の管理・利用について聞き取りを実施した。また、対象地から数村を抽出
し、質問票を用いて森林からの収入や利用頻度などの世帯調査も実施した。 

 
４．研究成果 
本研究では、主としてインドネシアとブータンを対象に、研究成果の一部を報告する。 

１． インドネシア 
（１）インドネシアの慣習林の現状 
まずは、インドネシアにおける政府の慣習林への対応について説明する。2013 年に、憲法裁

判所において慣習林に関する判決（Putusan Mahkmah Konstitusi No.35, 2012）が下された。
この判決はインドネシアの森林における慣習林の位置づけを大きく変えるきっかけとなった。
地元 NGO である AMAN（Aliansi Masyarakat Adat Nusantara）16)と、スマトラ島リアウ州
およびジャワ島バンテン州の地域住民が原告となり、1999 年の新林業法において住民に慣習林
の所有権が与えられていないことが不服であるとして、地域住民は政府を相手取って訴訟を起
こした。裁判の結果、原告の主張が受け入れられ、慣習林は国有林には属さず、権利林の一つと
して位置づけられ、さらには、1999 年の新林業法で規定されていた個人や団体に加えて、慣習
共同体も慣習林の権利を主張することが可能となった。また、慣習共同体の権利を承認し保護す
るために、地方政府の法律を含め、関連する法令を参照することが定められた。この判決により、
土地や森林をめぐるこれまでの紛争が軽減されることが期待された。 

2015 年 7 月には、憲法裁判所の判決を受けて、権利林に関する大臣規則（Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32 tentang Hutan Hak）が制
定され、慣習林の位置づけが変更された。すなわち、1999 年新林業法で国有林内に位置づけら
れていた慣習林が権利林に区分された。これにより、慣習林は、個人もしくは団体の所有する森
林とともに権利林に位置づけられた。もっとも、この憲法裁判所の判決以前の 2005 年に権利林
付与に関する大臣規則（Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26, 2005 tentang Pedoman 
Pemannfaatan Hutan Hak）が発行されており、権利林は所有権、利用権に関する証書のある
土地に対して与えられ、また権利林の機能は、保安・保全・生産であることが明記されていた。
また、県知事が権利林を法律で制定することができ、さらに、その権利林が保安・保全・生産と
いった機能を有すると中央政府が判断した場合には、1999 年の新林業法によって規定されてい
る森林区域に指定できる旨が記載されていた 

2015 年の権利林に関する大臣規則の発行により、2005 年の権利林付与に関する大臣規則に
代わって、2015 年の大臣規則が森林の権利に関して適用されることになった。2005 年の法律で
記載されていた、地方政府による慣習林の承認や、慣習権の保証に関する法律策定のための規則
などは 2015 年の大臣規則に受け継がれ、現在では 2015 年の権利林に関する大臣規則が慣習林
に関する有効な法令となった。 

2015 年から 2019 年にかけてのインドネシア国家中期開発計画（Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional: RTRWN）によると、インドネシア政府は 1270 万ヘクタール森林を対象に、
社会林業プログラムを実施し地域住民の権利を与える計画をしており、社会林業の対象となる
森林には、コミュニティ林、村落林、住民植林に加えて、慣習林も含まれている（Jakarta Post 



2015）。慣習林が社会林業プログラムの対象となるためには、慣習共同体の権利が地方政府の法
律によって承認される必要がある。2016 年末の時点で、インドネシア全土で、中央政府によっ
て認められた慣習林は9か所、13,097haである（Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2016）。 
ジャンビ州のムランギン県とクリンチ県は、1990 年代のはじめに慣習林の存在が地方政府に

よって認知された県である。クリンチ県では、1992 年から 2013 年にかけて計 8 か所の慣習林
が県知事決定書によって登録された（大田・御田 2008）。本研究では、クリンチ県にある 8 か
所の慣習林のうち、1990 年初頭に登録された慣習林（ヒアン慣習林）と、2010 年以降に登録さ
れた慣習林（クマンタン慣習林）を取り上げ、地方政府による慣習林認定の経緯や、慣習林の組
織、慣習林と地域住民とのかかわり、中央政府による慣習林認定の経緯について明らかにした。 
クリンチ県の慣習林の一部には生産林も含まれるが、その大部分は国有林外、すなわち森林区

域外にある。そのため、地方森林局によって管轄され、行政的には、その他の地域（Areal 
Pengunaan Lain, APL）に位置づけられている。また、クリンチ県のいくつかの慣習林は、1999
年の新林業法が制定される以前に、地方政府にその存在が認められた。そういう意味では、前章
まででみたような、2015 年の権利林に関する大臣規則に基づき、国有林内にある慣習林の存在
を、中央政府によって承認してもらおうという事例とは異なる 19) 。しかし、クリンチ県の事
例は県知事の決定書をもとに、2015 年の権利林に関する大臣規則にそって、慣習林がどのよう
な経緯を経て、どのように国に承認されるかを理解するうえでの 1 つのモデルとなる。クリン
チ県の慣習林は、代々この地域に居住してきた住民の生活用水を供給し、水田や焼畑に水を供給
する貴重な存在であった。また慣習林は、約 38 万 km2 あるクリンチ県の面積の約半分を占め
るクリンチスブラット国立公園に隣接しており、国立公園のバッファーゾーンとして国立公園
の生態系を保全する役割も担っていた。 

 
（２）国立公園とシナモンを栽培する人々 
クリンチ県は県の中心部がバリサン山脈に囲まれた盆地となっており、北部にはバリサン山

脈最高峰のクリンチ山（3805 メートル）がそびえ、県の中心にはクリンチ湖が存在する。近く
を赤道が通る熱帯地域ではあるが、県の大半が標高 1000 メートル以上に位置し、年間の平均気
温は 23℃と一年を通して過ごしやすい気候である。肥沃な土地であることから農業に適してい
るため、県の労働力人口のうち約 62％が農家である（BPS Kabupaten Kerinchi 2018）。 
クリンチ県でのシナモンの栽培は、オランダ植民地政府が道路の整備を進め、人口が増え始め

た 1920 年代にさかのぼる（Suyanto et al. 2007）。人々は初めシナモン栽培のために焼畑休閑
地を利用していたが、栽培量が増えるにつれ肥沃な土地を求めて熱帯林を開拓していった。価格
高騰の影響もあり、1960 年代には 6000 ヘクタールあったクリンチ県におけるシナモンの栽培
面積は、国立公園が設定される 1990 年あたりには 4 万 2000 ヘクタールまで拡大した（Powell 
et al. 2008）。クリンチ県統計局の資料によると、2017 年のシナモン栽培農家数は１万 2733 世
帯で、生産量は５万 3634 トンである（BPS Kabupaten Kerinci 2018）。 
本研究で対象となる RP 地区もシナモンの生産地の１つである。RP 地区は、クリンチ県の中

心地から、所々未舗装の険しい山道を車で約２時間走ったところにあり、国立公園に囲まれた、
国有林の１つである生産林区域内にある。RP 地区の人々は、もともとクリンチ県の中心地で、
国立公園に隣接した村に 1800 年代から居住していた人々である。村では、住民は代々水田や焼
畑のために森林を開拓し、一方で水源や生態系を保持するために、村として代々慣習的に守る森
林、いわゆる慣習林を維持管理し、住民が慣習林を違法に伐採した場合には罰則が科されること
もあった（Harada et al. 2022, 原田・坂田 2020）。しかし、1940 年代になると、人口増加と共
に水田や畑地が狭くなり、新たな土地を開拓しようという機運が村で高まり、人々は、クリンチ
盆地と同様に、平坦で肥沃な農業適地である RP 地区に移住し、森林を伐採し、農地を開拓し始
めた。今でこそ、人々は車の相乗りやバイクで移動しているが、昔は村から半日かけてこの地区
に通っていた。現在、多くの人は、公園に隣接した村にも家があり、必要に応じて RP 地区との
間を行き来している。 

RP 地区に入植する人々は徐々に増加し、特に 1980 年代には移住者の数がピークに達し、そ
れに伴って、RP地区周辺の森林が開拓され、森林破壊が著しくなった（Habib and Harada 2023）。
1990 年代には、行政と NGO からなるチームがこの地域の森林を国立公園に指定するためのプ
ログラムを実施し始めた（Harada et al. 2022, 原田・坂田 2020）。 
インドネシアの国有林地は機能に応じて、保護林・保全林・生産林に区分されている。インド

ネシアの国立公園は保護林に位置づけられ、国立公園内では、地域住民は生産活動を行うことは
原則禁止されている。RP 地区はもともとオランダ植民地時代に設置された自然保護区であり、
クリンチスブラット国立公園に含まれる予定であった。しかし、すでに多くの人々が入植し、シ
ナモンなどの栽培をしていたために、国立公園の区域からは除外され、企業による生産活動が可
能な生産林地に指定された。一方で、国立公園の境界を越えて、農地を拡張することは違法行為
とみなされた。しかし、その後も RP 地区への移動による人口増加や開発の圧力により、人々が
国立公園内に侵入し、シナモン栽培のための農地を拡大する違法行為は後を絶たなかった。 

 
（３）シナモンによる国立公園の森林破壊 
シナモンやロブスタコーヒーの植栽を目的とした国立公園内での違法伐採を防ぐために、国

立公園のレンジャーが定期的にパトロールを行っている。時には住人が公園内に建てた作業用



の小屋を焼き払うこともある。しかし、広大な面積の土地をレンジャーだけで監視するには限界
があり、人々による違法な活動を完全に食い止められているわけではない。国立公園を横切って、
県の中心部と RP 地区をつないでいる道路を、管轄する省庁の許可なく、地方政府が 2010 年に
舗装したことも、国立公園への人々の侵入を拡大している要因となっている（Bettinger 2014）。
国立公園内に居住している人の中には、国立公園が設定される前から域内に住んでいると主張
する者もいた。また、利用された形跡のない土地が、土地には元来所有者が存在し権利が相続さ
れるという考えのもと、国立公園内の土地が非公式に貸し出されたり、売買されたりしている実
態も明らかになった。 
以前から行われていたシナモン栽培自体は、アグロフォレストリーの農業形態でおり、その観

点からみれば持続的であるとも考えられるが、これ以上の人々の公園内への侵入を防ぐために、
公園外の限られた土地を効率的に利用する必要に迫られている。一方で、人々の元々の村の周辺
にある慣習林は人々が代々守ってきた村のおきてに従って持続的に管理されていたため、慣習
林の存在が政府によって法的に認められた（Harada et al. 2022）。人々は慣習林は保全するが、
国立公園内の森林は違法に開拓するという何とも皮肉な状況になっていた。 
 
２．ブータン 
（１）ブータンにおける政府の慣習林への対応 
ブータンの落葉採集林の法的位置づけの歴史と落葉採集林に対する住民の権利の変遷につい

てみてみたい。住民の権利に関しては、落葉採集に関係する法律をもとに、「管理」、「利用」、「売
買」、「賃貸」の４つに分けて検討した。これら４つの権利は、「管理」に関しては各法律に具体
的な内容についての記載がないために、実際に住民が行っている実態をもとに、それ以外のもの
ついては、権利に関連する法律（最高法規、森林法、森林および自然保全法、土地法）での記載
に基づいて定義した。「管理」とは落葉採集林の間伐・枝打ち・林床整備・植林といった林内作
業やパトロールを、「利用」とは落葉・枯死木・非木材林産物の採集、家畜の放牧、木材伐採、
狩猟を、「売買」とは他人との間の落葉採集林の売買を、「賃貸」とは他人との間の落葉採集林の
賃貸のことである。また、落葉採集林の所有権とはこれら４つのすべてが自由にできる権利のこ
とを指すのに対して、落葉採集林の利用権とは、「利用」のみが可能な権利のことを指す。 

1959 年まで、ブータンでは、地域住民の居住地近くの森林は慣習的に管理されており、慣習
的な管理の内容は、書面あるいは口頭で規律や規範として受け継がれてきた（Wangchuk, 2001）。
このときには、住民は、落葉を採集するだけではなく、森林を伐採したり、森林内で狩猟をした
りしていた（Wangchuk, 2001）。 

1959 年以降は、国家による森林管理に関する法律が制定され、落葉採集林も政府による管理
が行われる森林の１つとして扱われるようになった。1959 年に作成されたブータンの最高法規
（Thrimzhung Chenmo）は、国家による森林管理を規定した最初のものである。この法規では、
土地所有制度が策定され、個人や共同体は所有する土地を国家登記簿に登録することが義務づ
けられた。住民が慣習的に管理してきた落葉採集林も例外ではなかった。国家登記簿には、落葉
採集林の所有者名、中央政府によって計測された落葉採集林の面積が明記された。住民は、政府
に登録さえすれば落葉採集林の所有権を獲得でき、落葉採集林で落葉・燃材・木材などあらゆる
ものを採集したり、他人に販売したり貸したりすることもできた。1969 年には森林法（The 
Forest Act of 1969）が制定され、ブータン国内の森林はすべて保護林とされ、森林管理の権限
が政府にあることが宣言された。そのため、それまであった住民の落葉採集林に対する所有権は
はく奪された。所有権に代わり、住民には、落葉採集林を政府に登録することによって、林内で
の落葉採集の利用権のみが与えられた。森林法によると、利用が許可されている活動としては、
落葉や枯死木の採集、家畜の放牧、自家消費用の非木材林産物の採集などであった。一方で利用
が禁止されている活動としては、商業用の非木材林産物の採集、樹木の伐採、狩猟などであった。
1995 年に制定された森林および自然保全法（Forest and Nature Conservation Act of Bhutan 
1995）においても、落葉採集林は「落葉採集のための森林区域として個人の名前で登録されてい
る土地」と説明されている（Ministry of Agriculture, 1995）。この法律は、1969 年の森林法を
改定したものであるため、住民の利用が許可・禁止されている活動は、森林法で記載されている
活動とほぼ同じであった。1979 年から 2000 年にまとめられた政府文書をみてみると、登録者
は個人、共同体が対象となること、登録者は落葉を採集し、他人を排除する権利があること、登
録者は政府の許可なしに木を伐採できないこと、政府の都合により、落葉採集林の利用権がはく
奪されることもあることが記載されている（Dorji et al., 2003）。2007 年までに、ブータン全土
で落葉採集林を登録している世帯は 16,141 世帯で、登録された落葉採集林の面積は 21,234 エ
ーカー（8,593ha）であった（Kinga, 2009）。１世帯当たり、平均 1.31 エーカー（0.53ha）の
落葉採集林を慣習的に管理していたことになる。 

2007 年に制定された土地法（The Land Act of Bhutan 2007）によって、落葉採集林をめぐ
る状況は一変した。落葉採集林の登録制度がなくなることにより、今まで政府への登録によって
与えられていた落葉採集林の利用権は無効となった。そのため、住民が保有していた国家登記簿
も無効となり、政府はすべての国家登記簿を住民から回収した。代わって、落葉採集林は「落葉
の生産、採集のために賃貸される保護林区域」と定義し直された。そのため、法制度上は落葉採
集林の存在は消滅した。それに代わって、今まで住民に利用権が与えられていた落葉採集林を、
個人や共同体が賃貸林として利用できる許可が与えられた（National Land Commission, 2007）。



すなわち、法制度上は、住民は保護林を賃貸林として利用する許可が与えられていることになる。
ただし、土地法で落葉採集林の利用権ははく奪されたものの、実際には、土地法策定後の 10 年
間を法改正に対する住民の反応を把握するための期間と定めた（Bhutan times, 2015; 
Kuensel,2016）。そのため、落葉採集林として利用する権利を有していた森林を、住民は今まで
と同じように合法的に利用することができた。政府が落葉採集林を登録制から賃貸制にした目
的は、落葉採集林を必要としない人々から落葉採集林を回収し、本当に必要とする人に賃貸する
ことを通じて、森林を分配すること（Kinga, 2009）、さらには、都市部などで起こっている落葉
採集林の商業伐採による森林破壊を防ぎ、森林を持続的に管理することであった。 
落葉採集林の賃貸料として、住民は政府に１エーカー（0.40ha）あたり年 200 ニュルタム支

払う必要があった（National Land Commission, 2009）が、賃貸料は住民にとって大きな負担
ではなかった。一方、今までのように住民が自らの意志で落葉採集林を利用できるわけではなく、
次節で取り上げるように、政府が提示した条件に沿って利用しなければならなくなった。さらに、
土地法では、もともとの落葉採集林登録者が落葉採集を農地に転換して利用するのを防ぐため
に、今まで落葉採集林として利用されていた土地であっても、立木のない土地は落葉採集林とし
て賃貸することが認められなくなった。2007 年の土地法により、今まで地域住民に与えられて
いた落葉採集林の利用権ははく奪されてしまったが、上述の通り 10 年間の賃貸林制度実施前の
猶予期間が定められた。 
以上のように、1959 年以降、政府による一連の森林管理に関する法整備が実施され、それと

ともに落葉採集林の法的な位置づけや落葉採集林に対する住民の権利は変化してきた。しかし
実際には、落葉採集林の管理・利用を規制する法律があったにもかかわらず、森林を管理するた
めの森林官の人数や資金には限りがあり、完全に落葉採集林をモニタリングすることは不可能
であった（Dorji et. al, 2003）。また、落葉採集林は住民にとって欠かすことのできない落葉を
採取する場所であるがゆえに、政府が住民による落葉採集林の慣習を無視し、法律を強行に実施
することができないという事情もあった（Kinga, 2009）。そのため、現在でも地域住民は今まで
と変わらず落葉採集林を慣習的に管理・利用している。 
これらの状況をもとに、本研究では、法制度の改正が行われる中、住民が落葉採集林をどのように

管理・利用しているのか、落葉採集林の法制度改正が地域社会にどのような影響をもたらしているのか、
法改正に対して住民はどのような意見をもっているのかを明らかにした。 
 
（２）落葉採集 

森林での落葉採集は、オーク（Quercus semecarpifolia Sm.）が葉を落とす冬の期間の特定の時期（オ
クダムチでは１～４月、ヨルブでは 12 月～翌年３月）に行われていた。落葉をかき集める際には、コットラ
と呼ばれる熊手のような道具が用いられていた。落葉を保存しておくための小屋に運ぶ際にオクダムチ
では袋、ヨルブではロープが用いられていた。オクダムチでの落葉採集は隣人の協力を得ながら実施さ
れており、通常は５－７人ほどが集まり、１世帯あたり１シーズンに１回、１回あたり３、４日間かけて世帯を
順番に回って落葉採集を行っていた。それ以降は、各世帯が朝か夕方に必要に応じて落葉を採集して
いた。一方、ヨルブでは、オクダムチのように林床の整備がされておらず、手入れが行き届いていない状
態にある落葉採集をする人もいたが、多くの人は、落葉採集ができる季節の間、必要に応じて落葉採集
を行っていた。  

採集された落葉は家畜の寝藁として使われ、フンと混ぜられて有機肥料となり、農地に撒かれていた。
落葉以外にも、稲わらから有機肥料を生産している人もいた。しかし、地域住民によると、稲わらは有機
肥料として農地に撒いても土地と混ざりにくいため使い勝手が悪く、また稲わらだけでは、農業で必要な
だけの有機肥料を生産することはできないとのことであった。そのため、住民にとって多くの有機肥料を
生産することができる落葉は重要なものであった。２村では落葉や有機肥料は基本的には自家生産・自
家消費であったが、ヨルブでは他世帯が十分な量の落葉を採集できなかったり、有機肥料を生産でき
なかったりした場合には、他人から有機肥料を譲渡されることもあった。有機肥料を譲渡された人は、慣
習的にお返しとして有機肥料を譲渡してくれた人の農作業の手伝いを数日間行うことになっていた。両
村ともに、ほとんどの世帯は肥料が必要であると考えており、また、実際に有機肥料を生産していた。有
機肥料を生産せず、また落葉採集をしない世帯（オクダムチの１世帯とヨルブの１世帯）は、化学肥料を
用いた農業を行っている世帯や、以前は自分の落葉採集林から落葉を採集し、有機肥料を生産してい
たが、今は高齢のため農地を人に貸しており、肥料を必要としていない世帯であった。 

森林での落葉採集は、オーク（Quercus semecarpifolia Sm.）が葉を落とす冬の期間の特定の時期（オ
クダムチでは１～４月、ヨルブでは 12 月～翌年３月）に行われていた。落葉をかき集める際には、コットラ
と呼ばれる熊手のような道具が用いられていた。落葉を保存しておくための小屋に運ぶ際にオクダムチ
では袋、ヨルブではロープが用いられていた。オクダムチでの落葉採集は隣人の協力を得ながら実施さ
れており、通常は５－７人ほどが集まり、１世帯あたり１シーズンに１回、１回あたり３、４日間かけて世帯を
順番に回って落葉採集を行っていた。それ以降は、各世帯が朝か夕方に必要に応じて落葉を採集して
いた。一方、ヨルブでは、オクダムチのように林床の整備がされておらず、手入れが行き届いていない状
態にある落葉採集をする人もいたが、多くの人は、落葉採集ができる季節の間、必要に応じて落葉採集
を行っていた。 

このように、政府によるソクシンに関する法制度とは関係なく、昔から変わらずに落葉採集林を慣習的
に利用している実態が明らかになった。 
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